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  （東京事案） 

  １ コンテナ船 EVER UNISON衝突（岸壁） 

  ２ 遊漁船第十八泰幸丸釣り客負傷 

  ３ 瀬渡船あらかぜ衝突（防波堤） 

  （地方事務所事案） 

函館事務所 

  ４ 漁船第二十一善漁丸乗組員死亡 

  ５ 遊漁船２６漁成丸小型兼用船一喜丸衝突 

  ６ 漁船第十一女神丸プレジャーボートはっぴー衝突 

  ７ 漁船第二十八善興丸乗揚 

  ８ 漁船第十八隆吉丸火災 

  ９ 漁船漁神丸火災 

   仙台事務所 

  10 貨物船菱山丸浸水 

  11 水上オートバイ文三被引浮体搭乗者負傷 

  12 漁船寶徳丸乗組員負傷 

  13 漁船大海丸衝突（消波ブロック） 

  14 ダイビング船海竜火災 

  15 作業船ふくけん転覆 

   横浜事務所 

16 漁船第十三金一丸乗組員死亡 

17 漁船第三寿丸乗組員死亡 

18 漁船第八山口丸乗組員死亡 

19 カヌー（船名なし）操船者死亡 

20 モーターボートＡ.ＫＯＮＤＡ乗揚 

21 モーターボートＡｑｕａ ＷｉｎｇⅡ乗揚 

22 ゴムボート（船名なし）作業員死亡 

23 漁船第二彦丸転覆 

  24 漁船五五良福丸乗組員負傷 

  25 艦船伝馬船７号ヨット ESPERAUNCEⅢ乗揚 

  26 漁船公章丸浸水 

27 漁船第八庄福丸乗組員死亡 

  28 遊漁船富士丸乗揚 

  29 プレジャーモーターボート Jet-Black乗揚 

  30 漁船窪三丸プレジャーヨットセントルーカスⅢ衝突 



  31 水上オートバイゴーイングメリー号同乗者負傷 

  32 漁船第１８喜久丸乗組員死亡 

  33 漁船第３喜宝丸手漕ぎボート（船名なし）乗組員死亡 

   神戸事務所 

  34 漁船第一北斗丸定置網損傷 

  35 漁獲物運搬船第五十一住宝丸漁船第十八司丸衝突 

  36 漁船漁宝丸乗揚 

37 水上オートバイＲＭ乗揚 

38 漁船第三たなか丸遊泳者負傷 

39 モーターボートＡＬＣＵＴ－１のり養殖施設損傷 

40 引船らいちょう乗組員負傷 

41 漁船長福丸乗揚 

42 貨物船 OUTSAILING 9貨物船日進丸衝突 

43 貨物船 BOHAI CHALLENGE乗揚 

44 漁船第八松丸転覆 

45 旅客フェリーフェリーおおさか漁船第十進昭丸漁船第十一進昭丸漁船第十二

進昭丸衝突（漁具）  

46 プレジャーボート第一光弥丸同乗者死亡  

47 引船海真丸浮沈式活魚運搬バージＫ－２０８モーターボートＭＡＲＹＪＡＮ

ＥⅢ衝突  

48 モーターボートＡＩＲＩＮ乗揚  

49 砂利運搬船第三日之出丸衝突（灯標）  

50 潜水艦そうりゅう乗組員死亡  

51 砂利運搬船第三日之出丸漁船長福丸漁船長福丸衝突（漁具）  

52 プレジャーボート西尾丸転覆  

53 モーターボートＳｅｄｏｎａ乗揚  

54 セメント運搬船千早丸ケミカルタンカー昭豊丸衝突（護岸）  

55 モーターボート爆酔丸乗揚  

56 ロールオン・ロールオフ貨物船ＥＬＤＵＧＡ引船らいちょう乗揚  

57 モーターボートラブリープレジャーボート邦洋丸衝突  

58 水上オートバイホワイトウイング乗組員死亡  

59 ロールオン・ロールオフ貨物船つるが衝突（岸壁）  

広島事務所 

60 漁船第五裕丸モーターボート海遊丸衝突  

61 プレジャーボートしおかぜ衝突（消波ブロック）  



62 旅客船宮島衝突（桟橋）  

63 ヨットＳａｍａｎｔｈａモーターボート第２竹丸衝突  

64 モーターボート幸洋丸Ⅱ乗揚  

65 押船てんゆう台船第五わこう漁船七福丸衝突  

門司事務所 

66 漁船金松丸乗揚  

67 漁船第十二新幸丸乗揚  

68 貨物船 SEA BELL乗揚  

69 旅客船兼自動車航送船フェリーみしま乗揚  

70 漁船第十一海星丸火災  

71 漁船第二山寿丸火災 

72 旅客船兼自動車渡船フェリーニューこしき衝突（可動橋）  

73 旅客船かのこ乗揚  

 長崎事務所 

74 貨物船 SEA PLAIN STAR衝突（水門）  

75 水上オートバイミニオン同乗者負傷  

76 モーターボート第２隆丸衝突（岩）  

77 漁船慶栄丸乗揚  

78 漁船第５重光丸モーターボート松生丸衝突  

79 漁船第十八喜代丸乗組員負傷  

 那覇事務所 

80 ダイビング船スイミー潜水者負傷  

 



 

 

 

 

 

 

 本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、

運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、

事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、

事故の責任を問うために行われたものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  運 輸 安 全 委 員 会 

                    委 員 長  後 藤 昇 弘 



 

≪参 考≫ 

 

本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

 本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

  ① 断定できる場合 

    ・・・「認められる」 

 

  ② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

    ・・・「推定される」 

 

  ③ 可能性が高い場合 

    ・・・「考えられる」 

 

  ④ 可能性がある場合 

    ・・・「可能性が考えられる」 

    ・・・「可能性があると考えられる」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 モーターボートＳｅｄｏｎａ乗揚 
 



- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年４月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年１１月１０日（土） １３時４８分ごろ 

発生場所 和歌山県和歌山市田倉
た く ら

埼北北西方沖 

 田倉埼灯台から真方位３３０°２５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１６.０′ 東経１３５°０３.６′） 

事故調査の経過  平成２４年１１月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート Ｓｅｄｏｎａ
セ ド ナ

、４.８トン 

 ２４２－２７２４０大阪、株式会社旭東金属 

 ９.１９ｍ（Lr）×２.８０ｍ×１.５１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、３３０kＷ（合計）、平成１６年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５６歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録 日 昭和６３年３月３０日 

  免許証交付日 平成１９年１０月２日 

         （平成２５年３月２９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船内外機が破損、左舷船内外機スタン・ドライブ・ラバー・プロテク

ション（船内外機の吸排気用のゴム製継ぎ手）に亀裂 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、会社の同僚１１人を乗せ、和歌山

市所在のマリーナ（以下「マリーナＡ」という。）を出航し、大阪府

岸和田市所在のマリーナ（以下「マリーナＢ」という。）に向かっ

た。 

 船長は、田倉埼南方沖を約２０ノットの対地速力とし、目視による

見張りを行いながら、手動操舵により北北西進中、‘田倉埼北方照射

灯に夜間照射される田倉埼の北北西方沖に設置された田倉埼北方照射

灯の標柱’（以下「標柱」という。）を船首方に認めた際、田倉埼付近

海域を航行したことはなかったが、標柱の付近だけが浅く、標柱と陸

岸との間は陸岸から距離を離せば、浅所はなく航行できると思い、右

転して標柱と田倉埼の間を陸岸から約１５０ｍ離して航行することと

した。 
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 船長は、標柱と田倉埼との間を北北東進中、本船が、平成２４年１１

月１０日１３時４８分ごろ、田倉埼灯台から真方位３３０°２５０ｍ

付近の浅所に乗り揚げ、浅所を通過した。 

 船長は、機関室内を確認したところ、機関室内に浸水を認めたの

で、和歌山市加太港に向かい、１３時５２分ごろ加太海水浴場の付近

に任意座礁した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.２ｍ、潮汐 上げ潮の末期、潮高 約１５４㎝

（和歌山） 

 その他の事項  田倉埼周囲には、幅約１５０ｍから約２５０ｍにわたる干出岩帯が

田倉埼を囲むように存在しており、北西端には同干出岩帯の先端を示

す標柱（Pile）が設置されており、さらに、干出岩帯の西側には約

１００ｍの沖まで浅礁域が存在している。 

 標柱は、和歌山海上保安部が所管していた。 

 事故発生場所付近の海域にあっては、標柱が設置されている意味を

知らず、標柱と陸岸の間を航行し、乗り揚げる事故が散発していた。 

 田倉埼周辺の干出岩帯については、プレジャーボート等の乗揚げ事

故が発生していることから、和歌山海上保安部は、ホームページ上で

注意喚起を行っていた。 

 本船は、船首喫水が約０.４ｍ、船尾喫水が約１ｍであった。 

 本船は、スタン・ドライブ・ラバー・プロテクションが破損した場

合、機関室に海水が流入する機構となっていた。 

 船長は、当初、友ケ島水道中ノ瀬戸付近の釣り場のみを航行する予

定であったが、途中、船酔いした乗船者をマリーナＡで降ろし、遊漁

終了後、降ろした乗船者を乗船させ、マリーナＢに帰航する際、急きょ、

独自の判断で航行する予定がなかった田倉埼西方沖を初めて航行する

こととした。 

 船長は、田倉埼付近を航行する予定がなかったので、事前に海図等

で田倉埼付近の水深について調査していなかった。 

 船長は、標柱が干出岩帯の北西端を示すものとは、知らなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、田倉埼西方沖を北北東進中、船長が、船首方に標柱を認め

た際、標柱付近の水深が浅いものの、標柱と陸岸との間は陸岸から約

１５０ｍ沖を航行すれば、浅所はないものと思い込んで航行したこと

から、田倉埼付近の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、田倉埼西方沖を北北東進中、船長が、船首方に

標柱を認めた際、標柱付近の水深が浅いものの、標柱と陸岸との間は
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陸岸から約１５０ｍ沖を航行すれば、浅所はないものと思い込んで航

行したため、田倉埼付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・事前の水路調査等を行っていない海域については、航行直前であっ

ても水路の安全確認を行い、安全が確認できなければ、航行を避

けること。 

 


